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2024（令和 6）年度ボランティア相談員募集要項 
 

１．募集人数 

  2 名程度 

 

２．活動時間 

活動日：原則として週１回の相談日及び月２回（第２金・第４水）の会議 

    その他研修等に参加 

活動時間：相談日 午前１０時～午後４時（休憩１時間） 

     会議 午前１０時～１２時 

※活動時間については、応相談 

 

３．活動内容   

中野ボランティアセンターにおける次の活動を事務局職員とともに行います。 

（１）登録ボランティアのボランティア活動推進を中心としたボランティア活動に関する

情報提供、相談及びコーディネート 

（２）支援を必要とする区民・団体・施設への情報提供、相談、訪問調査及びコーディネ

ート 

（３）ボランティアニーズに対応する新たな活動プログラムやグループづくりの支援 

（４）ボランティアセンターが実施する地域住民を対象としたボランティア啓発事業への

協力 

（５）ボランティアコーディネートに関する知識・技術向上のための研修への参加 

（６）ボランティア保険の案内 

 

４．応募条件 

（１）中野ボランティアセンターの登録ボランティアであること。 

（２）ボランティアの活動経験あるいはボランティアコーディネートに意欲がある方。 

（３）１８歳以上概ね７０歳以下であること。 

（４）区民または区内在勤・在学の方。 

※採用は区民の方を優先させていただきます。 

（５）パソコンで、文章をつくることができること。 

（６）その他、ボランティア活動に関する訪問調査ができること。 

 

５．活動条件 

  実費相当支給 

 

６．活動場所 

中野ボランティアセンター内及び中野区内施設・団体・個人依頼者宅等 
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７．研修 

 （１）約８ヶ月間（内 体験回数延べ１８～２０回活動）の研修期間を経て、ボランティ

ア相談員として活動開始となります。 

 （２）その他、スキルアップ研修の案内・研修費補助制度があります。 

 

８．活動期間 

2025（令和 7）年 4 月～2026（令和８）年 3 月 

※研修は地域活動応援！講座、ボランティア相談員必須科目の受講が必要です。 

※年度ごとの任期とし、毎年度更新を行います。更新は原則５年が上限です。 

 

９．選考方法 

  （１）一次：書類提出（履歴書による） 

  （２）二次：職員との面談（研修を終えた後の振り返り） 

 

１０．応募方法 

（１）必要書類提出 

  ボランティア相談員履歴書（当会指定書式・写真付で必ず自筆） 

上記書類を中野ボランティアセンターまで持参又は郵送のこと。なお、応募された書類

は採用、不採用に関係なく提出書類はお返ししません。 

 

１１．応募期間 

2024（令和 6）年 7 月 5 日（金）～9 月 6 日（金） 

（日曜・祝日・第３月曜日を除く 午前９時～午後５時） 

 

１２．その他 

  社会情勢等により、研修中の活動中止、研修内容の変更を行う場合があります。 

  また、オンラインツールを活用した活動を行う場合があります。 

 

１３．提出先・問合せ 

      〒１６４－０００１中野区中野５－６８－７ スマイルなかの３階 

    社会福祉法人中野区社会福祉協議会 

    地域活動推進課 中野ボランティアセンター 

 担当：津田、渡邊 

電話０３－５３８０－０２５４ ＦＡＸ０３－５３８０－６０２７ 

メール vc@nakanoshakyo.com 

ホームページ http://www.nakanoshakyo.com 


